
 

 

 

 

 

 

建築基準法第建築基準法第建築基準法第建築基準法第 48484848 条の建築物の用途規制違反に条の建築物の用途規制違反に条の建築物の用途規制違反に条の建築物の用途規制違反に対する対する対する対する    

国土交通省の技術的基準について国土交通省の技術的基準について国土交通省の技術的基準について国土交通省の技術的基準について    

引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に関する、建築基準法第 48 条の建築物の用

途規制違反については、平成２２年１月より、実態調査が行われ、平成 22 年 8 月 31 日

時点の 実態調査の概要実態調査の概要実態調査の概要実態調査の概要    が下記の様に公表されました。 

ドライクリーニング工場数     ２８，８２１件（１００．０％） 

用途規制の違反がないもの    １２，６９６件（ ４４．１％） 

用途規制の違反があるもの      １４，４７９件（ ５０．２％） 

調査中のもの               １，６４６件（  ５．７％）  

ここで約５０％以上の工場が違反していることがわかります。ここで約５０％以上の工場が違反していることがわかります。ここで約５０％以上の工場が違反していることがわかります。ここで約５０％以上の工場が違反していることがわかります。 

そこで、違反建築物における違反是正措置の１つとして、建築基準法第 48 条の規定に基

づく許可を受けることが想定されることから、各特定行政庁における許可の運用基準と

して、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかか

る 技術的基準技術的基準技術的基準技術的基準    が国土交通省より出されました（下記参照）。 

 

技術的基準技術的基準技術的基準技術的基準の内容の内容の内容の内容：：：：    

次の次の次の次の３つの基準３つの基準３つの基準３つの基準より構成されています。より構成されています。より構成されています。より構成されています。    

１． 引火性溶剤の保管方法等 

２． 洗濯機・乾燥機の安全対策 

３． 作業場（洗濯、乾燥、又は仕上げ作業を行うスペース）の防火措置 

 

その中で上記２．の２．の２．の２．の洗濯機・乾燥機の安全対策洗濯機・乾燥機の安全対策洗濯機・乾燥機の安全対策洗濯機・乾燥機の安全対策について解説します。 

a) 洗濯機及び乾燥機には、適切にア－スが設置されている事 

 

EC 機はアース工事は絶対条件 ≪適合≫≪適合≫≪適合≫≪適合≫  

 

b) 洗濯機は、洗いと脱液が同一の機械内で行われる事 

 

EC 機は、洗いから脱液、乾燥まで同一の機械内で行われる。≪適合≫≪適合≫≪適合≫≪適合≫ 

 

c) 洗濯機は、①不活性ガスの充填か減圧による酸素濃度制御 

       ②溶剤冷却機能又は溶剤温度上昇時の機械停止機能 

        ③静電気モニタ－に連動し、機械停止機能 

        ④静電気モニタ－に連動し、ソ－プ自動投入機能 

の内一つに合致していること。 



 

 

 

 

 

 

EC 機は、②溶剤冷却機能および溶剤温度上昇時の機械停止機能の両

機能が付属している。≪適合≫≪適合≫≪適合≫≪適合≫ 

 

 d) 乾燥機は、 ①酸素濃度が爆発下限界以下（窒素ガス、減圧） 

           ②溶剤の蒸気濃度が爆発下限界以下（温度制御） 

         ③火源のエネルギ－が最小着火エネルギ－以下 

の内一つに合致していること。 

 

EC 機は②溶剤の蒸気濃度が爆発下限界以下で運転される。    ≪≪≪≪適合≫適合≫適合≫適合≫    

 

EC 機は、回収乾燥時に、直接ガス濃度を測定します。 

爆発下限界（爆発下限界（爆発下限界（爆発下限界（38.838.838.838.8ｇｇｇｇ////ｍｍｍｍ３３３３

））））の 70%70%70%70%以下以下以下以下    で蒸気の供給をコントロ－ルします。 

何らかの原因で 80%に達した場合、機械は停止します。 

濃度センサ－が故障した場合は、乾燥温度が自動的に下げられ安全に運転出来るよ

う設計されています。 

 

上記の様に、 

イージークリーン社のドライ機は、機械の構造を変更イージークリーン社のドライ機は、機械の構造を変更イージークリーン社のドライ機は、機械の構造を変更イージークリーン社のドライ機は、機械の構造を変更する必要なくする必要なくする必要なくする必要なく    国土交通省の安全国土交通省の安全国土交通省の安全国土交通省の安全

基準基準基準基準に適合に適合に適合に適合します。します。します。します。    

 

 


